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在籍型出向とは
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在籍型出向とは、出向元企業との雇用契約を維持したま

ま、出向先企業とも雇用契約を結んで働く仕組みです。

在籍型出向を活用することによって、受注業務の減少に

よって従業員の雇用維持が困難になった企業が、逆に人

手不足で悩んでいる企業に対して、従業員を一定期間出

向させることが可能になります。
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ただし、在籍型出向実施にあたっては、従業員の業務内容

や働き方に大きな変化を及ぼすため、出向を検討する際は、

就業規則などの社内規定を定め、従業員の個別の同意を得

る必要があります。ただ人材を貸し出すという意識ではな

く、出向先企業や従業員とよく話し合い、契約内容や出向

中の労働条件などを明確にしなければなりません。在籍型

出向は雇用調整の目的以外にも、人材育成や企業間交流な

どのために導入される場合もあります。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業縮小を

余儀なくされた企業も少なくありません。一般的に事

業縮小の際には、人員削減などのリストラを実施しな

ければならないものですが、ウイズコロナ、アフター

コロナを視野に従業員の雇用を維持したいと考える事

業主は多いように思います。そこで注目されるのが在

籍型出向であり、企業内の生産性向上など新しい働き

方が検討、実施されています。
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在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック（第2版） 8ページ
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在籍型出向のメリットとデメリット
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メリット

出向元企業は従業員の雇用を維持しながら、人件費などの費

用を抑えることが可能。

同時に、従業員に他の企業（出向先）での就業経験を積ませ

ることができるため、キャリアアップ・能力開発につながる。

出向先企業は人手不足が解消され、自社の従業員の業務負担

を軽減できる。
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デメリット

出向する従業員への負担がかかってしまう。

新たな環境で、仕事を覚え、馴染んでいくにあたって、スト

レスを感じてしまうこともある。

自分が望んだ業務と違う業務に関わることに不満を感じる。
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従業員に対する丁寧な説明、話し合いなど、ケアを心がける。
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在籍型出向を開始するまでの手順
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出向の相手を見つける

出向元 出向先

（公益財団法人）産業雇用安定センターによるマッチング支援な

どを活用する。

①
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労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い

出向元 労働者

在籍型出向を命じるには、労働者の個別の同意を得ること、出向

先での賃金、業務内容、労働条件、出向期間、復帰の仕方などが

就業規則や労働協約等に整備されている必要があります。労働者

の生活に配慮するとともに、不利益にならないようにする。

②
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出向契約の締結

出向元 出向先

出向期間や出向中の労働条件、賃金負担、社会保険の適用範

囲などについて、両社と労働者でよく話し合った上で出向契

約を締結する。

➂

Copyrightⓒ 2023 Sakai Office
13



出向期間中の労働条件等の明確化

出向先 労働者

労働者に対し、労働条件を明確にする必要があります。この労

働条件は出向先が明示することになりますが、出向元が出向先

に代わって明示しても問題ありません。

④
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産業雇用安定助成金を活用する場合

出向実施計画届の作成、提出

出向元 出向先

出向開始前に出向実施計画届を労働局またはハローワークに

提出。出向元が出向先の分もまとめて提出。

⑤
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出向開始
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支給申請書の作成、提出

出向元 出向先

計画届に提出の際に選択した支給申請期ごとに支給申請書を

労働局またはハローワークに提出。出向元が出向先の分もま

とめて提出。
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⑥

出向終了 出向元復帰
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在籍型出向を開始するにあたっての準備

労務管理編
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事業所に保管しておく書類等

・労働者名簿

・雇用契約書又は労働条件通知書（事業所、労働者各１部）

・出勤簿（時間が把握できるもの）

・賃金台帳

・労働協約又は就業規則（労働者に周知が必要）

・各種労使協定（36協定等）、代表選任届、個別の委任状

・休暇簿
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労働者の個別同意や就業規則等の整備、

労使の話し合い

出向元 労働者
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公益財団法人産業雇用安定センター 20



出向元事業所に関する注意事項

そもそも在籍型出向の有効性とは？

（労働契約法第14条における制約）

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該

出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他

の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合に

は、当該命令は、無効とする。
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つまり、

出向命令を発する根拠

出向させる業務上の必要性

出向労働者の選定（人選）の合理性

その他の事情（出向労働者の地位、賃金その他労働条件、

生活上の不利益の有無）

出向命令における労働者の承諾

※①～⑤を考慮しない場合、労働条件が大幅に下がる出向、復

帰が予定されない出向などは、権利濫用とされ、無効となるた

め注意が必要。

①

②

➂

④

⑤

Copyrightⓒ 2023 Sakai Office 22



会社が労働者に出向を命じることのできる法的根拠

①労働協約に定めがあること

②就業規則に定めがあること

➂個別の同意があること

④確立された労働慣行がある
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※参考

労働協約や就業規則等に出向義務規定があり、出向条件等が明瞭

にされている場合には、個別の同意がなくても、出向につき包括

的同意が存するとして、これに基づく出向命令は有効と解される。

通常は「会社は、業務上の都合によって社員に出向を命ずること

がある。社員は正当な理由なくしてこれを拒むことができない」

といった規定があること。

※産業雇用安定助成金を活用する場合は労働者個別の同意が必要
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出向期間中の労働条件、出向期間、勤続年数の取扱い、復

帰の取扱い等について労働協約や就業規則に具体的に記載

が必要。

※産業雇用安定助成金を活用する場合は、出向元と出向先

双方について、労働協約や就業規則における賃金規程の整

備が必要。
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出向規程 作成例

在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック（第2版） 17ページ
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在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック（第2版） 18ページ
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産業雇用安定助成金を活用する場合は、出向させる労働者の個

別同意に加えて、組合等（労働組合または労働者代表）と事前

に書面にて出向協定書を締結する必要があります。
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労使の間でよく話し合いを行うこと。
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在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック（第2版） 19ページ
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出向協定書 作成例

産業雇用安定助成金ガイドブック57ページ
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出向に係る本人同意書 記載例

産業雇用安定助成金ガイドブック60ページ
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出向契約の締結

出向元 出向先
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出向契約の締結

出向契約に定める事項としては以下の通り。

・出向期間

・職務内容、職位、勤務場所

・就業時間、休憩時間

・休日、休暇

・出向経費（賃金他）、通勤手当、時間外手当、その他手当

・出張旅費

・社会保険、労働保険
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・福利厚生の取扱い

・勤務状況の報告

・人事考課

・守秘義務

・損害賠償

・途中解約

・その他

Copyrightⓒ 2023 Sakai Office
34



出向契約に明確な定めがない場合の考え方

出向元企業に残る権利義務

労働者の地位に関わる権利義務

・解雇権（諭旨解雇や懲戒解雇を含む）

・復帰命令権

出向先企業に移る権利義務

就労に関わる権利義務

・労務提供請求権

・指揮命令権
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在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック（第2版） 21ページ
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出向契約書 作成例

産業雇用安定助成金ガイドブック58ページ
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産業雇用安定助成金ガイドブック58ページ
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産業雇用安定助成金ガイドブック59ページ
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産業雇用安定助成金ガイドブック59ページ
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出向期間中の労働条件等の明確化

出向先 労働者
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注意すべきポイント

・出向労働者の出向先企業での労働条件、出向元企業での

身分等の取り扱いは、出向元企業、出向先企業および

出向労働者の三者間の取り決めによって定められます。

・上記の取り決めによって定められた権限と責任に応じて

出向元企業、出向先企業それぞれの使用者が、出向労働

者に対して、賃金の支払い等、労働基準法等における

使用者としての責任を負います。
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・労働条件は、具体的に明確にする必要があります。

これらの労働条件は、出向に際して出向先企業が労働者に

明示することになりますが、出向元企業が出向先企業に代わ

って明示しても問題ありません。
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労働条件等の明示項目について
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給与・社会保険・労働保険の取り扱い

・出向労働者の給与に関する税務や社会保険・労働保険にお

ける取り扱いは、個別の出向契約の内容によって異なります。

・トラブルを防ぐため、それぞれの出向契約についてどのよう

な取り扱いとなるかよく確認しましょう。

・出向労働者の給与は、出向元企業と出向先企業が話し合って

決定します。

・給与の支給方法としては、主に以下の方法があります。

①出向先企業が出向労働者に直接支給。

②出向先企業が出向元企業に対して給与負担金を支払い、出

向元企業が出向労働者に支給。
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※各手続きは事業所を管轄する行政機関になります。
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ご清聴ありがとうございました。
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